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(57)【要約】
【課題】　施工性の向上、また設計レイアウトの自由度
を高めると共に、故障が発生しにくい遠隔操作式排水栓
装置を提供する。
【解決手段】遠隔操作式排水栓装置を、槽体に設けた排
水口と、上下動によって排水口を開閉する弁部材と、弁
部材の上下動を操作する操作部と、操作部に加えられた
操作を弁部材に伝達する、筒状のアウターチューブ、該
アウターチューブ内を摺動するインナーワイヤ、からな
るレリースワイヤと、弁部材の上昇を維持するロック軸
とを備えたロック機構と、からなる遠隔操作式排水栓装
置において、ロック機構のロック軸は、レリースワイヤ
のロック機構が備えられる側のインナーワイヤ端部に対
して、略平行且つ偏芯した位置に配置されると共に、ロ
ック機構の動作とインナーワイヤの動作とを連動させる
連動部を備えて構成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　槽体に設けた排水口と、
上下動によって排水口を開閉する弁部材と、
弁部材の上下動を操作する操作部と、
操作部に加えられた操作を弁部材に伝達する、筒状のアウターチューブ、該アウターチュ
ーブ内を摺動するインナーワイヤ、からなるレリースワイヤと、
弁部材の上昇を維持するロック軸とを備えたロック機構と、
からなる遠隔操作式排水栓装置において、
ロック機構のロック軸は、レリースワイヤのロック機構が備えられる側のインナーワイヤ
端部に対して、略平行且つ偏芯した位置に配置されると共に、
ロック機構の動作とインナーワイヤの動作とを連動させる連動部を備えたことを特徴とす
る、遠隔操作式排水栓装置。
【請求項２】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、ロック機構は、
ロック軸と、
少なくともロック軸の進退のいずれかの状態を維持するロック機構本体部と、
から構成されることを特徴とする、請求項１に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項３】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
ロック機構が操作部側に配置されると共に、レリースワイヤの操作部側のアウターチュー
ブ端部が、少なくとも弁部材の上昇時に、操作部側のインナーワイヤの軸方向において、
ロック機構本体部の弁部材側端部よりも操作部側に固定されていることを特徴とする、請
求項２に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項４】
　上記遠隔操作式排水栓装置において、
ロック機構が弁部材側に配置されると共に、レリースワイヤの操作部側のアウターチュー
ブ端部が、少なくとも弁部材の降下時に、排水口側のインナーワイヤの軸方向において、
ロック機構本体部の操作部側端部よりも弁部材側に固定されていることを特徴とする、請
求項２に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔操作式排水栓装置に関し、更に詳しくは、施工性の向上、また設計レイ
アウトの自由度を高めると共に、故障が発生しにくい遠隔操作式排水栓装置を提供するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、浴槽や洗面ボウルなどの槽体の内部に生じた排水を処理するため、槽体の底
面等に排水口を設け、この排水口から配管部材を介し、下水側に排水を排出する方法が広
く知られている。また、槽体内に水を溜める場合に、弁部材の昇降を利用して排水口を開
閉する方法があるが、この弁部材による排水口の開閉を、弁部材や排水口から離間した位
置、例えば槽体の縁部や槽体側面の上方に設けた操作部への操作によって行う遠隔操作式
排水栓装置が知られている。
広く知られた遠隔操作式排水栓装置としては、特許文献１に記載のような、槽体の底面に
設けられた排水口と、槽体の側面上方に備えられた、操作体を有する操作部と、筒状のア
ウターチューブ、及びアウターチューブ内を進退自在に摺動するインナーワイヤ、インナ
ーワイヤを操作部側に付勢する戻りスプリング、からなるレリースワイヤによって弁部材
の昇降を操作するものがある。この遠隔操作式排水栓装置は、レリースワイヤの一端を操
作部に、他端を排水口内に固定されるロック機構に、それぞれ接続してなる。
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ここで、ロック機構は、円板状の弁部材に対して固定されたロック軸と、排水口に対して
固定された、ロック軸を進退可能に収納するロック機構本体部、及びロック機構内部に備
えられたギア部材等の機械要素から構成されており、ロック軸に押し上げの動作を行う都
度、ロック軸を上方に移動した状態で固定／固定を解除し、自重によってロック軸と共に
弁部材を降下、を交互に行う部材である。
この特許文献１に記載の従来例では、レリースワイヤの排水口側端部において、インナー
ワイヤ端部はロック軸と同軸上に配置され、アウターチューブ端部はロック機構本体部の
下端に接続固定されてなる。
このような遠隔操作式排水栓装置において、操作体に押しこみ操作を加えると、操作体の
動作に対応して、インナーワイヤが弁部材側に移動する。この移動を行うことによってロ
ック軸の下端が押し上げられ、ロック軸が上昇した状態で固定／固定を解除し自重により
降下、を交互に繰り返すことができる。このロック軸の上昇／降下に伴い、ロック軸に接
続されている弁部材も上昇／降下し、弁部材の上昇時には弁部材が排水口から離間して排
水口を開口、弁部材の降下時には弁部材が排水口を覆って排水口を閉口、が交互に行われ
ることとなる。このようにして、排水口や弁部材から離間したところにある操作部の操作
体への操作により、排水口を遠隔操作的に開閉させることができる。尚、インナーワイヤ
は戻りスプリングの作用により使用者が操作体への押し込み操作を解除する都度、操作部
側に移動して元の位置に戻る（以下インナーワイヤが弁部材側に移動することを「前進」
、操作部側に移動することを「後退」と表現する）。
【０００３】
　上記特許文献１に記載された、排水口側（弁部材側）にロック機構を備えた従来例に対
して、操作部側にロック機構を備えた構成の遠隔操作式排水栓装置もまた良く知られてい
る。特許文献２に記載された従来例では、槽体の底面に設けられた排水口と、槽体の側面
上方に備えられた、操作体を有する操作部と、筒状のアウターチューブ、及びアウターチ
ューブ内を進退自在に摺動するインナーワイヤ、インナーワイヤを操作部側に付勢する戻
りスプリング、からなるレリースワイヤによって弁部材の昇降を操作するものがある。こ
の遠隔操作式排水栓装置は、操作部にロック機構を、弁部材にレリースワイヤのインナー
ワイヤを、それぞれ接続してなる。ロック機構のロック軸は、上端が操作体に接続され、
下端がレリースワイヤのインナーワイヤに当接するように構成されてなり、操作体に押し
込み操作を加える都度、下方にロック軸が突出した状態にて固定／固定を解除し戻りスプ
リングの作用によって上方に上昇、を交互に繰り返すように構成されてなる。
このような遠隔操作式排水栓装置において、操作体に押しこみ操作を加えると、前述のよ
うに、操作を加える都度、下方にロック軸が突出した状態にて固定／固定を解除し戻りス
プリングの作用によって上方に上昇、が交互に繰り返される。
ロック軸が下方に突出して固定された状態では、ロック軸に当接するインナーワイヤも弁
部材側に前進し、排水口の位置で弁部材を押し上げるため、排水口から弁部材が離間し、
排水口が開口する。また、ロック軸の固定が解除された状態では、戻りスプリングの作用
によってインナーワイヤは操作部側に後退するため、弁部材は降下し、排水口を弁部材が
覆って排水口を閉口する。このようにて、操作体の押し操作毎に、排水口を開口／閉口す
ることができる。
【特許文献１】特開平　　９－６００７３号
【特許文献２】特開２００４－１９３９３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように構成した遠隔操作式排水栓装置には、以下のような問題点があった。
１．施工の困難性
特許文献１に記載した遠隔操作式排水栓装置では、排水口内にロック機構を配置し、更に
その下端にレリースワイヤを接続している。このような遠隔操作式排水栓装置の施工の手
順としては、レリースワイヤを操作部側から挿入し、排水口内から浴槽側に引き上げた上
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で、レリースワイヤ端部をロック機構の下端に接続し、その後排水口内に配置固定するこ
とで、施工が行われる。このため、施工担当者は、浴槽など槽体の底面の奥まった部分よ
りレリースワイヤを引き出し、ロック機構に接続する必要があるが、レリースワイヤを必
要以上に長くすると、配管内でレリースワイヤが捻じれるなどしてレリースワイヤの収納
が上手くできなくなるため、レリースワイヤ用の配管や経路（ここでいう「経路」は、必
ずしも配管などの内部に挿通されるものでは無く、単に槽体の外側面に沿う程度の場合も
含まれる）に対して、レリースワイヤは若干長い程度の長さでしか用意できない。すると
、施工の際にレリースワイヤを排水口から引き出せる長さも排水口から若干の長さでしか
なく、この排水口から若干飛び出したに過ぎないレリースワイヤ端部に、ロック機構を接
続する作業が極めて困難であった。
この問題点を解決するため、特許文献２に記載の発明では、ネジ接続を利用した進退機構
を操作部側に組み込み、この進退機構によってレリースワイヤの排水口側端部の飛び出し
長さを長くするように工夫している。しかしながら、このように構成する為には操作部側
に進退機構を組み込む必要があり、進退機構分部材点数が増えてコストが高くなると共に
、進退機構の長さによって、下記２．配管レイアウトの制限に記載したような配管レイア
ウト上の問題が発生する。
２．配管レイアウトの制限
遠隔操作式排水栓装置の場合、排水口近傍の部材についてはできるだけ高さ幅を狭くでき
るほうが好適である。遠隔操作式排水栓装置の排水口近傍の排水配管が床下空間に配置さ
れる場合、排水口近傍の部材の高さ幅が狭くなれば、その分床下空間を狭くし、代わりに
居住空間を幅広にし、使用者の生活空間を快適にできる。また遠隔操作式排水栓装置の排
水口近傍の排水配管が洗面台など屋内の居住空間に配置される場合、排水口の下方にはキ
ャビネット等が配置されて洗剤やタオルなどの収納に利用されるため、排水口近傍の部材
の高さ幅が狭くなれば、その分収納空間を上下に広くし、収納量を増加させたり収納に余
裕を持たせることができる。
しかしながら、遠隔操作式排水栓装置においては、ロック機構、またレリースワイヤに、
以下のような理由で軸方向への幅が必要であった。
ロック機構においては、ロック機構本体部やロック軸、またロック軸のストローク（進退
する際の移動の長さ）分の長さなど、ロック軸の軸方向に機能を果たすためのある程度の
幅が必要となる。
レリースワイヤについては、軸方向には剛性を、側面方向にはある程度の可撓性を備えて
側面方向に屈曲可能に構成されているが、屈曲の径が極端に小半径であると、復元不可能
な折れ曲がりを生じ、アウターチューブやインナーワイヤに座屈と呼ばれる破損が発生す
る。この座屈を防ぐため、遠隔操作式排水栓装置にレリースワイヤを使用する場合には、
レリースワイヤを破損せずに使用できる最小曲がり半径以上の幅が、レリースワイヤの端
部の軸方向に必要になる。
特許文献１に記載の遠隔操作式排水栓装置の場合、排水口側にロック機構を配置し、更に
ロック機構の下端にレリースワイヤを接続しているため、排水口側の部材には、ロック機
構本体部の軸方向の長さと、レリースワイヤの最小曲がり半径以上の長さを合計した長さ
が、レリースワイヤの挿入位置から上方に必要となり、その分、排水口を形成する部材に
高さ幅が必要となっていた。
特許文献２に記載の本発明の場合、ロック機構や進退機構を操作部側に配置したため、排
水口での高さ方向の問題は、レリースワイヤ端部の高さ方向についてのみ検討すれば良い
が、このようにできるのは操作部に配置されたロック機構のロック軸が上下方向に配置さ
れた場合のみで、特許文献１に記載された遠隔操作式排水栓装置のように、操作部が槽体
の垂直な壁面上に備えられ、レリースワイヤ等の部材を浴槽の壁面と浴室の壁面との隙間
空間で屈曲させて配置する場合、浴槽の壁面と浴室の壁面との隙間空間が狭く、操作部側
において、ロック機構本体部の軸方向の長さと、レリースワイヤの最小曲がり半径以上の
長さを合計した長さが確保できない場合がある。特に、特許文献２に記載した遠隔操作式
排水栓装置の場合、上記したように進退機構のためにも幅が必要になるため、事実上浴槽
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の垂直な内側面に操作部を配置することはできなかった。
本発明は上記問題点に鑑み発明されたものであって、遠隔操作式排水栓装置において、施
工性の向上、また設計レイアウトの自由度を高めると共に、故障が発生しにくい遠隔操作
式排水栓装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の本発明は、槽体に設けた排水口と、上下動によって排水口を開閉する
弁部材と、弁部材の上下動を操作する操作部と、操作部に加えられた操作を弁部材に伝達
する、筒状のアウターチューブ、該アウターチューブ内を摺動するインナーワイヤ、から
なるレリースワイヤと、弁部材の上昇を維持するロック軸とを備えたロック機構と、から
なる遠隔操作式排水栓装置において、
ロック機構のロック軸は、レリースワイヤのロック機構が備えられる側のインナーワイヤ
端部に対して、略平行且つ偏芯した位置に配置されると共に、ロック機構の動作とインナ
ーワイヤの動作とを連動させる連動部を備えたことを特徴とする、遠隔操作式排水栓装置
である。
【０００６】
　請求項２に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、ロック機構は、ロッ
ク軸と、少なくともロック軸の進退のいずれかの状態を維持するロック機構本体部と、か
ら構成されることを特徴とする、請求項１に記載の遠隔操作式排水栓装置である。
【０００７】
　請求項３に記載の本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置において、ロック機構が操作部
側に配置されると共に、レリースワイヤの操作部側のアウターチューブ端部が、少なくと
も弁部材の上昇時に、操作部側のインナーワイヤの軸方向において、ロック機構本体部の
弁部材側端部よりも操作部側に固定されていることを特徴とする、請求項２に記載の遠隔
操作式排水栓装置である。
【０００８】
　請求項４に記載の本発明は、記遠隔操作式排水栓装置において、ロック機構が弁部材側
に配置されると共に、レリースワイヤの操作部側のアウターチューブ端部が、少なくとも
弁部材の降下時に、排水口側のインナーワイヤの軸方向において、ロック機構本体部の操
作部側端部よりも弁部材側に固定されていることを特徴とする、請求項２に記載の遠隔操
作式排水栓装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の本発明では、ロック軸とインナーワイヤを直線的に接続せず、方向は
平行ではあるが偏芯した位置関係、即ち並列な位置関係に配置した上で、両者を連動する
ように構成している。これにより、操作部側・排水口側の両方共に、レリースワイヤ端部
をロック軸やロック機構の端部に接続する必要がなくなり、ロック軸又はロック機構の軸
方向長さ分だけ、レリースワイヤを槽体内面に近い位置で接続作業が行えるようになり、
その分施工性が向上するようになった。
また、従来であれば、排水口側または操作部側のいずれか一方において、インナーワイヤ
端部の軸方向に、「ロック機構の軸方向長さ」と「レリースワイヤの最小曲げ半径」を合
計した長さが必要であったが、本発明では「ロック機構の軸方向長さ」か「レリースワイ
ヤの最小曲げ半径」のいずれか長い方の幅があれば施工が可能となり、床下空間を狭くし
たり、又は槽体の垂直な壁面と施工箇所の壁面との隙間空間を狭くする等、配管レイアウ
トの自由度を増すことができた。また、配管部材の内部の寸法形状が従来の通りであれば
、レリースワイヤを屈曲させる空間を大きくすることができるため、レリースワイヤの破
損を防止することができる。
請求項２に記載した本発明においては、ロック機構の構造を明確化する事ができる。
請求項３、請求項４に記載の本発明は、ロック機構の配置個所を明確化することができる
。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工状態を示す断面図である。
【図２】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図３】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図４】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工状態を示す断面図である。
【図５】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図６】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図７】第二実施例の閉口時の作動部周辺の、一部を切り欠きした斜視図である。
【図８】第二実施例の開口時の作動部周辺の、一部を切り欠きした斜視図である。
【図９】第二実施例の作動部に関連する部材の構成を示す、一部を切り欠きした斜視図で
ある。
【図１０】第二実施例のレバー部材の、（ａ）正面図、（ｂ）平面図、（ｃ）右側面図（
ｄ）斜視図である。
【図１１】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工状態を示す断面図である。
【図１２】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【図１３】第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の開口時を示す参考図である。
【図１４】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工状態を示す断面図である。
【図１５】第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の閉口時を示す参考図である。
【実施例】
【００１１】
　以下に、まず本発明のロック機構８について簡単に説明する。尚、本段落での「上下」
は図１０の上下に基づいて記載する。
ロック機構８は、図１０に示したように、略円筒形状を成すロック機構本体部１０と、該
ロック機構本体部１０内に進退自在に挿入されてなるロック軸９と、から構成される。尚
、以下本段落での説明では、図１０の上下に基づいて説明を行う。
更に詳述すると、ロック軸９は、略棒状にして、ロック機構８本体内部の後述する溝部１
０ａ内に収納される突起部９ｂを備えた歯車部９ａを、回動自在且つロック軸９に対して
上下方向には移動できないように備えられてなる。
ロック機構本体部１０は、略円筒形状であって、その内部に溝部１０ａを備えてなる。ま
た、溝部１０ａの間には、歯車部９ａの突起と歯合する段部１０ｂを備えてなると共に、
溝部１０ａ及び段部１０ｂの上方には、歯車部９ａの突起部９ｂに歯合して歯車部９ａを
若干回転させる傾斜面１０ｃを備えてなる。
尚、図１０に示したロック機構８では、ロック軸９はロック機構本体部１０を常に上下に
貫通する長さを備えてなる。
次に、上記ロック機構８の動作について説明する。
上記ロック機構８において、図１０に示したように、ロック軸９がロック機構本体部１０
に対し降下した状態とする。この状態では、歯車部９ａの突起部９ｂがロック機構８の溝
部１０ａに収納されてなり、これによってロック軸９がロック機構本体部１０に対し最も
下方に降下してなる。この状態において、ロック軸９を上方に移動させ、ロック機構本体
部１０内部の上端に当接させると、突起部９ｂが傾斜面１０ｃに当接することで、歯車部
９ａは若干回転する。その後ロック軸９の上昇を終了させ、ロック軸９を降下させると、
歯車部９ａが回転したことで、歯車部９ａの突起部９ｂは、溝部１０ａと溝部１０ａの間
の段部１０ｂに歯合して停止し、これによりロック軸９がこれ以上降下することなく固定
される。この時、ロック軸９はロック機構本体部１０に対し上昇した状態で固定されてい
る。
このロック軸９が上昇した状態から、再度ロック軸９を上方に移動させると、再び歯車部
９ａの突起部９ｂが傾斜面１０ｃに当接して若干回転する。その後ロック軸９の上昇を終
了させ、ロック軸９を降下させることで、再度歯車部９ａの突起部９ｂが溝部１０ａ内に
収納されて、当初のロック軸９がロック機構本体部１０に対し最も下方に降下した状態に
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戻る。以降、ロック軸９をロック機構本体部１０に対し上下動させる毎に、ロック軸９を
ロック機構本体部１０に対し、ロック軸９を上昇した状態で固定／固定を解除してロック
軸９を降下、を交互に繰り返すことができる。
また、必要に応じ、ロック機構８には、次の１．乃至３．の様に、使用する方向や一部の
構成を適宜変更することができる。
１．必要に応じ、ロック軸９の長さを調整し、図１３のように、ロック軸９が上方にのみ
突出したロック機構８としたり、逆に図１４のように、ロック軸９が下方にのみ突出した
ロック機構８とすることができる。以下、図１３のように、ロック軸９が上昇した状態で
固定／固定を解除し下方に降下するロック機構８において、ロック軸９が上方にのみ突出
したロック機構８を上方型ロック機構８、図１４のようにロック軸９が上昇した状態で固
定／固定を解除し下方に降下するロック機構８において、ロック軸９が下方にのみ突出し
たロック機構８を下方型ロック機構８と記載する。尚、上方型ロック機構８、下方型ロッ
ク機構８は、単にロック軸９が上方にのみ突出している／下方にのみ突出している、だけ
で定まるものではなく、その動作や固定の機能によって定まるものである。例えば、ロッ
ク軸９が降下した状態で固定／固定を解除し上方に上昇するロック機構８において、ロッ
ク軸９が上方にのみ突出したロック機構８は、「上方型ロック機構８」ではなく、後述す
るような、「上下を反転させた下方型ロック機構８」である。
２．上記説明においては、ロック軸９の降下を、ロック軸９の自重によって行っているが
、必要に応じて、図１５に示したように、ロック機構８にスプリング等の弾性部材１１を
追加し、自重では無く、弾性部材１１によって降下するように構成しても構わない。この
ようにすることで、ロック機構８を図１５の様態から、横転させた状態としたり、上下反
転した状態として使用することができる。尚、ロック機構８を上下反転させた場合は、当
然に、ロック軸９をロック機構本体部１０に対し操作によって降下させ、弾性部材１１に
よって上昇させる毎に、ロック軸９をロック機構本体部１０に対し、ロック軸９を降下し
た状態で固定／固定を解除してロック軸９を上昇、を交互に繰り返す構成となる。
３．上記説明においては、便宜上ロック機構本体部１０を固定し、ロック軸９を動作させ
るようにしてロック機構８を動作させているが、ロック機構８においては、必ずしもその
ように構成する必要は無く、ロック軸９を機器に対して固定させ、ロック機構本体部１０
側を上下動するように構成しても構わない。
【００１２】
　以下に本発明の第一実施例を、図面を参照しつつ説明する。
図１乃至図３に示した、本発明の第一実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載する
、槽体を備えた排水機器である浴槽Ｂに施工されるものであって、以下に記載する、排水
口本体１、継手部材１２、操作伝達部材としてのレリースワイヤ７、弁部材２、支持部材
１３、操作部３、ガイド管１５、より構成されてなる。
浴槽Ｂは、上方が開口した箱体であって、底面には排水口本体１を取り付ける取付孔を、
側面には操作部３を取り付ける操作部取付孔を、それぞれ備えてなる。
排水口本体１は、内部に排水流路を形成する略円筒形状の部材であって、その内部に排水
口１ａを、上縁に外方向に突出したフランジ部１ｂを、フランジ部１ｂ下方の側面に雄ネ
ジを、それぞれ備えてなる。また排水口１ａ内部には周縁方向に沿って凸部が複数設けら
れてなる。
継手部材１２は、上記排水口本体１が接続される、略９０度に屈曲した管体であって、上
方の開口には排水口本体１の雄ネジと螺合する雌ネジを備えてなり側面方向には下水側の
配管と接続するための排出口１２ａを備えてなる。また、排水口本体１の側面には、後述
するレリースワイヤ７を挿入するための枝管部１２ｂを備えてなる。
レリースワイヤ７は、操作部３に加えられた操作を、弁部材２に伝達するための部材であ
って、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブ７ａと、
上記アウターチューブ７ａ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向に可撓性
を備えたインナーワイヤ７ｂと、インナーワイヤ７ｂを操作部３側に付勢する戻りスプリ
ング７ｃと、インナーワイヤ７ｂの排水口１ａ側端部に備えた、弁部材２の昇降をガイド
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する為の弁軸７ｅと、インナーワイヤ７ｂの操作部３側端部に備えた、インナーワイヤ７
ｂ端部が使用時に屈曲したり傾斜しないようにガイドする為のロッド部７ｄと、から構成
される。
弁部材２は、略円盤状を成す部材であって、その下面中央にはレリースワイヤ７の弁軸７
ｅと嵌合する嵌合部２ａを、側面部には排水口１ａと水密に接続する為のパッキングＰＫ
を備え、レリースワイヤ７のインナーワイヤ７ｂの進退に対応して、排水口１ａに対して
上下動するように構成され、降下時においては排水口１ａの上端部分を覆うことで排水口
１ａを閉口する。
支持部材１３は、排水口本体１内部の凸部と嵌合することで、排水口１ａに配置固定され
る部材であって、後述するレリースワイヤ７のアウターチューブ７ａ端部を固定する排水
口側ワイヤ固定部１３ａと、リング状にして排水口１ａ内部の凸部と嵌合する第一リング
部１３ｂと、第一リング部１３ｂと接続部を連絡するアーム部１３ｃと、から構成される
。排水口側ワイヤ固定部１３ａは、第一リング部１３ｂの中央に配置され、施工が完了し
た場合には、弁軸７ｅが排水口１ａの中央に配置されて上下動するように構成される。
操作部３は、浴槽Ｂの操作部取付孔に取り付けられ、弁部材２の上下動を操作する部材で
あって、以下に記載する、操作部本体４、エルボ部材５、操作体６、操作部側支持部材１
４、から構成される。
操作部本体４は、略円筒形状にして端部外側面に鍔部４ａを、筒部分の外側面に雄ネジを
、それぞれ備えてなり、更に内部に後述する操作体６が進退する筒状空間を形成してなる
。また排水口１ａ内部には周縁方向に沿って凸部が複数設けられてなる。
エルボ部材５は、上記操作部本体４が接続される、略９０度に屈曲した管体であって、上
方の開口には操作部本体４の雄ネジと螺合する雌ネジを備えてなり、下方にはレリースワ
イヤ７が挿通される接続管部５ａを備えてなる。
操作体６は、操作部本体４内部を進退する、略円盤状の部材であって、その中央部分にて
、後述するロック機構８のロック軸９端部とネジを利用した螺合によって接続固定される
。
操作部側支持部材１４は、操作部本体４内部の凸部と嵌合することで、操作部本体４に配
置固定される部材であって、ロック機構８を内蔵したロック機構本体部１０と、リング状
にして操作部本体４内部の凸部と嵌合する第二リング部１４ｂと、第二リング部１４ｂと
ロック機構本体部１０を連絡する連結部１４ｃと、から構成される。また操作部側支持部
材１４の連結部１４ｃには、後述するレリースワイヤ７のアウターチューブ７ａ端部を固
定する操作部側ワイヤ固定部１４ａを備えてなる。
本実施例のロック機構８は、段落００１０に記載したロック機構８の内、図１４に示した
下方型ロック機構８であって、更に内部に図１５と同様の位置にスプリングからなる弾性
部材１１を備えてなる。
本実施例では、図１４のロック機構８を、図１乃至図３に示したように、右方向に９０度
回転させたようにして接続固定する。また、弾性部材１１によって、ロック軸９は図１の
左方向（槽体である浴槽Ｂの内部方向）に常時付勢されてなる。
また、ロック軸９の軸方向視、ロック軸９は操作部側支持部材１４の第二リング部１４ｂ
に対して中央部分に配置され、操作部側ワイヤ固定部１４ａは中央より若干偏芯した位置
に配置される。また、側面視において、操作部側ワイヤ固定部１４ａによって、アウター
チューブ７ａの操作部３側端部は、ロック機構本体部１０の浴槽Ｂ内部に近い側の端部と
略同一となる位置に配置される。当然ながら、この「ロック機構本体部１０の浴槽Ｂ内部
に近い側の端部」は、「ロック機構本体部１０の弁部材２側端部よりも操作部３側（＝浴
槽Ｂ内部）に近い側」である。
即ち、本実施例では、ロック機構８が操作部３側に配置されると共に、レリースワイヤ７
の操作部３側のアウターチューブ７ａ端部が、操作部３側のインナーワイヤ７ｂの軸方向
において、ロック機構本体部１０の弁部材２側端部よりも操作部３側、つまり浴槽Ｂ内部
側に接続固定される。
また、操作部側支持部材１４の操作部側ワイヤ固定部１４ａにアウターチューブ７ａ端部
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を接続固定した場合、操作部３側のインナーワイヤ７ｂは、ロック機構８のロック軸９と
平行となる位置関係に配置されるように構成されてなる。即ち、ロック機構８のロック軸
９は、レリースワイヤ７のロック機構８が備えられる操作部３側のインナーワイヤ７ｂ端
部に対して、平行且つ偏芯した位置に配置される。
ガイド管１５は軟質樹脂から構成される、可撓性を備えたチューブ管であって、一端は継
手部材１２の枝管部１２ｂに、他端はエルボ部材５の接続管部５ａに、それぞれ接続され
る。
【００１３】
　上記のように構成した第一実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽体
である浴槽Ｂに施工される。尚、特に記載しない場合でも、必要に応じて接着剤やパッキ
ングを用いたネジ接続などにより、各部材の接続箇所は水密的に接続される。
まず、事前に、ガイド管１５の一端を継手部材１２の枝管部１２ｂに、他端をエルボ部材
５の接続管部５ａに、それぞれ接続しておく。
次に、排水口本体１を、浴槽Ｂ底面に設けられた取付孔に挿通し、フランジ部１ｂの下面
を、取付孔の周縁上面に当接した状態とする。
次に、継手部材１２の排出口１２ａを下水側配管に接続した上で、浴槽Ｂの下方から配置
し、排水口本体１の雄ネジを、継手部材１２の雌ネジと螺合させ、取付孔周縁をフランジ
部１ｂ下面と継手部材１２の雌ネジの開口の上端部分とで挟持させて、浴槽Ｂに固定する
。
次に、操作部本体４を、浴槽Ｂ側面に設けられた操作部取付孔に挿通し、鍔部４ａの背面
を、操作部取付孔の周縁に当接した状態とする。
次に、エルボ部材５を浴槽Ｂの背面に配置し、操作部本体４の雄ネジを、エルボ部材５の
雌ネジと螺合させ、操作部取付孔周縁を鍔部４ａ下面とエルボ部材５の雌ネジの開口の端
部部分とで挟持させて、浴槽Ｂに固定する。
次に、レリースワイヤ７のアウターチューブ７ａの操作部３側端部を、操作部側支持部材
１４の操作部側ワイヤ固定部１４ａに接続固定する。
次に、レリースワイヤ７の排水口１ａ側端部を操作部本体４の開口に挿通し、操作部本体
４、エルボ部材５、ガイド管１５、枝管部１２ｂ、継手部材１２、の順に挿通した上で、
操作部側支持部材１４の第二リング部１４ｂを操作部本体４の凸部に嵌合させて、操作部
側支持部材１４を操作部本体４に固定する。
次に、ロック軸９に操作体６をネジ接続により接続する。この接続は、ネジによる接続で
あるため、ネジの軸方向に対しては、進退いずれの方向に対しても固定されていて、ネジ
の軸方向に加えられる応力に対しては、操作体６がロック軸９から外れることは無い。
次に、継手部材１４内部のレリースワイヤ７端部を排水口１ａから浴槽Ｂ内に引き上げ、
排水口１ａ側のアウターチューブ７ａ端部を、支持部材１３の排水口側ワイヤ固定部１３
ａに接続固定する。
この際には、レリースワイヤ７のアウターチューブ７ａ端部は、ロック機構８では無く支
持部材１３に直接接続するため、特許文献１に記載の遠隔操作式排水栓装置の場合に比べ
、ロック機構８の長さ分、浴槽Ｂ内に長く引き上げることができ、施工作業が容易になる
。
次に、支持部材１３の第一リング部１３ｂを排水口１ａ内部の凸部に嵌合させて、支持部
材１３を排水口本体１に固定し、更に弁部材２の嵌合部２ａをインナーワイヤ７ｂ端部の
弁軸７ｅに嵌合固定されて、本実施例の遠隔操作式排水栓装置の施工が完了する。
【００１４】
　以下に、上記第一実施例の遠隔操作式排水栓装置の動作について説明する。
上記第一実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、図２のように、まず操作部３の
操作体６に操作を加え、排水口１ａを弁部材２が覆って排水口１ａを閉口した状態とする
。
この時、操作部３の操作体６は浴槽Ｂの内面側（図２中の左側）に移動し、浴槽Ｂ内面と
面一の状態となっている。
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これは、
・戻りスプリング７ｃの作用によってインナーワイヤ７ｂが操作体６側に付勢されている
こと
・ロック軸９が弾性部材１１の作用によって操作体６側に付勢され、且つ固定を解除され
ていることによって、レリースワイヤ７のインナーワイヤ７ｂが操作部３側に後退してい
る為である。
この状態において、浴槽Ｂ内に吐水を行うと、排水口１ａが閉口しているために、浴槽Ｂ
内に吐水を溜めることができる。
この状態から操作体６に押し込み操作を行い、操作体６及びロック軸９を、図２中右側に
移動させると、図３に示したように、ロック機構８が作用し、ロック軸９を図中右側に移
動した状態で固定する。
これにより、操作体６の裏面に、インナーワイヤ７ｂの操作部３側端部にあるロッド部７
ｄ端部が当接して、ロッド部７ｄを右側に移動させるため、インナーワイヤ７ｂが排水口
１ａ側に前進し、弁軸７ｅと共に弁部材２が上昇して排水口１ａより弁部材２が離間し、
排水口１ａを開口させる（前述のように、ロック軸９と操作体６はネジ接続によって接続
されているため、戻りスプリング７ｃの応力によっても接続が解除されることは無く、支
障なくインナーワイヤ７ｂを前進させる）。
この状態から再度操作体６に押し込み操作を行い、操作体６及びロック軸９を、図３中右
側に移動させると、ロック機構８が作用し、ロック軸９の固定が解除される。これにより
、ロック軸９が弾性部材１１の付勢によって浴槽Ｂ内部側に移動すると共に、インナーワ
イヤ７ｂの排水口１ａ側への前進を固定していた操作体６も槽体側（図中左側）に移動す
るため、インナーワイヤ７ｂは弁部材２の自重、及び戻りスプリング７ｃの作用により、
操作部３側に後退し、図２示した、浴槽Ｂ排水口１ａが閉口した状態に戻る。
以降、上記したように、操作体６に押し込み操作を繰り返す毎に、インナーワイヤ７ｂが
弁部材２を押し上げて排水口１ａを開口／インナーワイヤ７ｂ端部の後退に伴って自重等
により弁部材２が降下し排水口１ａを閉口、を交互に行い、排水口１ａを遠隔操作式排水
栓装置により自在に開閉することができる。
【００１５】
　上記第一実施例においては、ロック軸９とインナーワイヤ７ｂを直線的に接続せず、方
向は平行ではあるが偏芯した位置関係、即ち並列な位置関係に配置した上で、操作体６を
利用して両者を連動するように、つまりロック軸９が図３のように図中右側に移動して固
定された際にはインナーワイヤ７ｂの操作部３側端部もロック軸９に連動して右側に移動
して固定され、図２のようにロック軸９の固定が解除されて図中左側に移動した際にはイ
ンナーワイヤ７ｂの操作部３側端部もロック軸９に連動して左側に移動するように構成さ
れてなる。即ち操作体６がインナーワイヤ７ｂとロック軸９を連動させる連動部として機
能する。
また、上記第一実施例において、ロック軸９とインナーワイヤ７ｂを直線的に接続せず、
方向は平行ではあるが偏芯した位置関係、即ち並列な位置関係に配置したことで、ロック
機構８を備えた操作部３側において、レリースワイヤ７端部をロック機構８端部に接続す
る必要がなくなった。操作部３では、操作部３側のインナーワイヤ７ｂの軸方向において
、レリースワイヤ７のアウターチューブ７ａ端部と、ロック機構８のロック機構本体部１
０の操作部３側の端部は略同一となる位置、即ちロック機構本体部１０の弁部材２側端部
よりも操作部３側に固定されている。このように構成したことで、操作部３側にロック機
構８を配置しつつ、レリースワイヤ７の操作部３側の取り付け位置は操作部３側にロック
機構８が無い場合とほぼ同じ位置とすることができた。従来のように、ロック機構８の端
部にレリースワイヤ７を接続していた場合、「ロック機構８の軸方向長さ」と「レリース
ワイヤ７の最小曲げ半径」を合計した長さが、操作部３側のロック軸９の軸方向に必要で
あったが、本実施例では操作部３側にロック機構８を配置しつつ「ロック機構８の軸方向
長さ」か「レリースワイヤ７の最小曲げ半径」のいずれか長い方の幅があれば施工が可能
となっている。このため、本実施例のように操作部３を浴槽Ｂ等槽体の内側面上に配置し
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、槽体の側面と建物の壁面との狭隘な部分でレリースワイヤ７を屈曲させなければならな
いような場合に特に好適である。
【００１６】
　次に本発明の第二実施例を、図面を参照しつつ説明する。
図４乃至図７に示した、本発明の第二実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載する
、槽体を備えた排水機器である浴槽Ｂに施工されるものであって、以下に記載する、排水
口本体１、継手部材１２、操作伝達部材としてのレリースワイヤ７、弁部材２、支持部材
１３、操作部３、ガイド管１５、より構成されてなる。
浴槽Ｂは、上方が開口した箱体であって、底面には排水口本体１を取り付ける取付孔を、
側面には操作部３を取り付ける操作部取付孔を、それぞれ備えてなる。
排水口本体１は、内部に排水流路を形成する略円筒形状の部材であって、その内部に排水
口１ａを、上縁に外方向に突出したフランジ部１ｂを、フランジ部１ｂ１下方の側面に雄
ネジを、それぞれ備えてなる。また排水口１ａ内部には周縁方向に沿って凸部が複数設け
られてなる。
継手部材１２は、上記排水口本体１が接続される、略９０度に屈曲した管体であって、上
方の開口には排水口本体１の雄ネジと螺合する雌ネジを備えてなり側面方向には下水側の
配管と接続するための排出口１２ａを備えてなる。また、排水口本体１の側面には、後述
するレリースワイヤ７を挿入するための枝管部１２ｂを備えてなる。
レリースワイヤ７は、操作部３に加えられた操作を、弁部材２に伝達するための部材であ
って、筒状にして軸方向に剛性を、側面方向に可撓性を備えたアウターチューブ７ａと、
上記アウターチューブ７ａ内を摺動自在に動作する、軸方向に剛性を、側面方向に可撓性
を備えたインナーワイヤ７ｂと、インナーワイヤ７ｂを操作部３側に付勢する戻りスプリ
ング７ｃと、インナーワイヤ７ｂの操作部３側端部に備えた、インナーワイヤ７ｂ端部が
使用時に屈曲したり傾斜しないようにガイドすると共に、操作体６の裏面中央部分に嵌合
接続されるロッド部７ｄと、インナーワイヤ７ｂの排水口１ａ側端部に備えた、弁部材２
を昇降させる為の軸部７ｆと、から構成される。
弁部材２は、略円盤状を成す部材であって、その下面中央にはロック軸９の端部とネジ接
続するネジ接続部２ｂを、側面部には排水口１ａと水密に接続する為のパッキングＰＫを
備え、レリースワイヤ７のインナーワイヤ７ｂ及びロック機構８のロック軸９によって昇
降すると共に、ロック機構８の固定が解除されて降下した際においては、排水口１ａの上
端部分を覆うことで排水口１ａを閉口する。
支持部材１３は、排水口本体１内部の凸部と嵌合することで、排水口１ａ内に配置固定さ
れる部材であって、ロック機構８を内蔵したロック機構本体部１０と、リング状にして操
作部本体４内部の凸部と嵌合する第一リング部１３ｂと、第一リング部１３ｂとロック機
構本体部１０を連絡するアーム部１３ｃと、から構成される。また支持部材１３のアーム
部１３ｃには、後述するレリースワイヤ７のアウターチューブ７ａ端部を固定する排水口
側ワイヤ固定部１３ａを備えてなる。
本実施例のロック機構８は、段落００１０に記載したロック機構８の内、図１３に示した
上方型ロック機構８である。該ロック機構８においては、図１３と同様に、その内部には
弾性部材１１を備えることなく構成されてなる。
また、ロック軸９の軸方向視、ロック軸９は支持部材１３の第一リング部１３ｂに対して
中央部分に配置され、排水口側ワイヤ固定部１３ａは中央より若干偏芯した位置に配置さ
れる。また、側面視において、排水口側ワイヤ固定部１３ａによって、アウターチューブ
７ａの排水口１ａ側端部は、ロック機構本体部１０の上端側の端部と略同一となる位置に
配置される。当然ながら、この「ロック機構本体部１０の上端側端部」は、「ロック機構
本体部１０の操作部３側端部（＝ロック機構８下端）よりも弁部材２側（＝上方側）に近
い側」である。
即ち、本実施例では、ロック機構８が弁部材２側に配置されると共に、レリースワイヤ７
の排水口１ａ側のアウターチューブ７ａ端部が、排水口１ａ側のインナーワイヤ７ｂの軸
方向において、ロック機構本体部１０の操作部３側端部（＝ロック機構８下端側）よりも
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弁部材２側（＝ロック機構８上端側）に固定される。
また、操作部側支持部材１４の排水口側ワイヤ固定部１３ａにアウターチューブ７ａ端部
を接続固定した場合、排水口１ａ側のインナーワイヤ７ｂは、ロック機構８のロック軸９
と平行となる位置関係に配置されるように構成されてなる。即ち、ロック機構８のロック
軸９は、レリースワイヤ７のロック機構８が備えられる排水口１ａ側のインナーワイヤ７
ｂ端部に対して、平行且つ偏芯した位置に配置される。
操作部３は、浴槽Ｂの操作部取付孔に取り付けられ、弁部材２の上下動を操作する部材で
あって、以下に記載する、操作部本体４、エルボ部材５、操作体６、操作部側支持部材１
４、から構成される。
操作部本体４は、略円筒形状にして端部外側面に鍔部４ａを、筒部分の外側面に雄ネジを
、それぞれ備えてなり、更に内部に後述する操作体６が進退する筒状空間を形成してなる
。また排水口１ａ内部には周縁方向に沿って凸部が複数設けられてなる。
エルボ部材５は、上記操作部本体４が接続される、略９０度に屈曲した管体であって、上
方の開口には操作部本体４の雄ネジと螺合する雌ネジを備えてなり、下方にはレリースワ
イヤ７が挿通される接続管部５ａを備えてなる。
操作体６は、操作部本体４内部を進退する、略円盤状の部材であって、その中央部分が、
レリースワイヤ７のロッド部７ｄ端部と嵌合によって接続固定されるように構成されてな
る。
操作部側支持部材１４は、操作部本体４内部の凸部と嵌合することで、排水口１ａに配置
固定される部材であって、レリースワイヤ７のアウターチューブ７ａ端部を固定する操作
部側ワイヤ固定部１４ａと、リング状にして排水口１ａ内部の凸部と嵌合する第二リング
部１４ｂと、第二リング部１４ｂと操作部側ワイヤ固定部１４ａを連絡する連結部１４ｃ
と、から構成される。操作部側ワイヤ固定部１４ａは、第二リング部１４ｂの中央に配置
され、施工が完了した場合には、ロッド部７ｄが操作部本体４の中央に配置されて上下動
するように構成される。
ガイド管１５は軟質樹脂から構成される、可撓性を備えたチューブ管であって、一端は継
手部材１２の枝管部１２ｂに、他端はエルボ管部の接続管部５ａに、それぞれ接続される
。
【００１７】
　上記のように構成した第二実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下のようにして、槽体
である浴槽Ｂに施工される。尚、特に記載しない場合でも、必要に応じて接着剤やパッキ
ングを用いたネジ接続などにより、各部材の接続箇所は水密的に接続される。
まず、事前に、ガイド管１５の一端を継手部材１２の枝管部１２ｂに、他端をエルボ管部
の接続管部５ａに、それぞれ接続しておく。
次に、排水口本体１を、浴槽Ｂ底面に設けられた取付孔に挿通し、フランジ部１ｂの下面
を、取付孔の周縁上面に当接した状態とする。
次に、継手部材１２の排出口１２ａを下水側配管に接続した上で、浴槽Ｂの下方から配置
し、排水口本体１の雄ネジを、継手部材１２の雌ネジと螺合させ、取付孔周縁をフランジ
部１ｂ下面と継手部材１２の雌ネジの開口の上端部分とで挟持させて、浴槽Ｂに固定する
。
次に、操作部本体４を、浴槽Ｂ側面に設けられた操作部取付孔に挿通し、鍔部４ａの背面
を、取付孔の周縁に当接した状態とする。
次に、エルボ部材５を浴槽Ｂの背面に配置し、操作部本体４の雄ネジを、エルボ部材５の
雌ネジと螺合させ、操作部取付孔周縁を鍔部４ａ下面とエルボ部材５の雌ネジの開口の端
部部分とで挟持させて、浴槽Ｂに固定する。
次に、レリースワイヤ７のアウターチューブ７ａの操作部３側端部を、操作部側支持部材
１４の操作部側ワイヤ固定部１４ａに接続固定する。
次に、レリースワイヤ７の排水口１ａ側端部を操作部本体４の開口に挿通し、操作部本体
４、エルボ部材５、ガイド管１５、枝管部１２ｂ、継手部材１２、の順に挿通した上で、
操作部側支持部材１４の第二リング部１４ｂを操作部本体４の凸部に嵌合させて、操作部
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側支持部材１４を操作部本体４に固定し、更にロッド部７ｄに操作体６を嵌合接続させる
。
次に、排水継手内部のレリースワイヤ７端部を排水口１ａから浴槽Ｂ内に引き上げ、排水
口１ａ側のアウターチューブ７ａ端部を、支持部材１３の排水口側ワイヤ固定部１３ａに
接続固定する。
この際には、レリースワイヤ７のアウターチューブ７ａ端部は、ロック機構８では無く支
持部材１３に直接接続するため、特許文献１に記載の遠隔操作式排水栓装置の場合に比べ
、ロック機構８の長さ分、浴槽Ｂ内に長く引き上げることができ、施工作業が容易になる
。
次に、ロック軸９に弁部材２をネジ接続により接続することで、本実施例の遠隔操作式排
水栓装置の施工が完了する。尚、この弁部材２とロック軸９の接続は、ネジによる接続で
あるため、ネジの軸方向に対しては、進退いずれの方向に対しても固定されていて、ネジ
の軸方向に加えられる応力に対しては、弁部材２がロック軸９から外れることは無い。
【００１８】
　以下に、上記第二実施例の遠隔操作式排水栓装置の動作について説明する。
上記第二実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、図５のように、まず操作部３の
操作体６に操作を加え、排水口１ａを弁部材２が覆って排水口１ａを閉口した状態とする
。
この時、操作部３の操作体６は、戻りスプリング７ｃの作用によって浴槽Ｂの内面側（図
５中の左側）に移動し、浴槽Ｂ内面と面一の状態となっている。
この状態において、浴槽Ｂ内に吐水を行うと、排水口１ａが閉口しているために、浴槽Ｂ
内に吐水を溜めることができる。
この状態から操作体６に押し込み操作を行うと、インナーワイヤ７ｂは排水口１ａ方向に
前進し、インナーワイヤ７ｂの排水口１ａ側端部にある軸部７ｆが突出して弁部材２の下
面に当接し、更に弁部材２を押し上げる。この操作により弁部材２にネジ接続にて接続さ
れているロック軸９も上昇する。結果、図６に示したように、ロック機構８が動作し、ロ
ック軸９がその先端に接続されている弁部材２と共に上昇した状態で固定されて排水口１
ａより弁部材２が離間し、排水口１ａを開口させる（前述のように、ロック軸９と弁部材
２はネジ接続によって接続されているため、インナーワイヤ７ｂに弁部材２が押し上げら
れれば、ロック軸９が弁部材２から脱着することなく弁部材２によって引き上げられる）
。インナーワイヤ７ｂは特に弁部材２やロック軸９によって固定されているわけでは無い
ため、操作体６への押し込み操作が解除されれば戻りスプリング７ｃの作用により操作部
３側に後退し、図７　の状態となる。
この状態から再度操作体６に押し込み操作を行い、インナーワイヤ７ｂの軸部７ｆを弁部
材２下面に押し当てて弁部材２を再度上昇させると、弁部材２に伴われてロック軸９も上
昇し、ロック軸９の固定が解除される。これにより、操作体６への押し込み操作が解除さ
れ、戻りスプリング７ｃの作用によって操作部３側にインナーワイヤ７ｂとインナーワイ
ヤ７ｂ端部の軸部７ｆが後退すると、ロック軸９が弁部材２の重量及びロック軸９自体の
自重によって降下し、図５示した、排水口１ａが閉口した状態に戻る。
以降、上記したように、操作体６に押し込み操作を繰り返す毎に、インナーワイヤ７ｂが
弁部材２を押し上げて排水口１ａを開口／インナーワイヤ７ｂ端部の後退に伴って自重等
により弁部材２が降下し排水口１ａを閉口、を交互に行い、排水口１ａを遠隔操作式排水
栓装置により自在に開閉することができる。
【００１９】
　上記第二実施例においては、ロック軸９とインナーワイヤ７ｂを直線的に接続せず、方
向は平行ではあるが偏芯した位置関係、即ち並列な位置関係に配置した上で、弁部材２を
利用して両者を連動するように、つまりインナーワイヤ７ｂが図６のように弁部材２を押
し上げた際には、ロック軸９も連動して上昇するように構成してなる。即ち弁部材２がイ
ンナーワイヤ７ｂとロック軸９を連動させる連動部として機能する。
また、上記第二実施例において、ロック軸９とインナーワイヤ７ｂを直線的に接続せず、
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方向は平行ではあるが偏芯した位置関係、即ち並列な位置関係に配置したことで、ロック
機構８を備えた排水口１ａ側において、レリースワイヤ７端部をロック機構８端部に接続
する必要がなくなった。排水口１ａでは、排水口１ａ側のインナーワイヤ７ｂの軸方向に
おいて、レリースワイヤ７のアウターチューブ７ａ端部と、ロック機構８のロック機構本
体部１０の上端は略同一となる位置、即ちロック機構本体部１０の操作部３側端部（＝ロ
ック機構８下端）よりも弁部材２側（＝上端側）に固定されている。このように構成した
ことで、排水口１ａ側にロック機構８を配置しつつ、レリースワイヤ７の排水口１ａ側の
取り付け位置は排水口１ａ側にロック機構８が無い場合とほぼ同じ位置とすることができ
た。従来のように、ロック機構８の端部にレリースワイヤ７を接続していた場合、「ロッ
ク機構８の軸方向長さ」と「レリースワイヤ７の最小曲げ半径」を合計した長さが排水口
１ａ側のロック軸９の軸方向に必要であったが、本実施例では排水口１ａ側にロック機構
８を配置しつつ「ロック機構８の軸方向長さ」か「レリースワイヤ７の最小曲げ半径」の
いずれか長い方の幅があれば施工が可能となっている。このため、排水口１ａの下方の配
管を従来よりも上下方向に幅狭にでき、配管を床下空間に配置する場合には、その分床下
空間の上下幅を狭くし、また配管をキャビネット内等に配置する場合には、その分収納空
間を上下に幅広に得ることができる。
【００２０】
　本発明の実施例は以上のようであるが、本発明は上記実施例に限定される物ではなく、
主旨を変更しない範囲において自由に変更が可能である。
例えば上記実施例では遠隔操作式排水栓装置は全て浴槽Ｂに施工されてなるが、本発明は
上記実施例に限定されるものでは無く、槽体としての洗面ボウルを備えた洗面台、槽体と
してのシンクを備えた流し台等、排水口１ａを備えた槽体であれば、どのような排水機器
のどのような槽体に採用しても構わない。
【００２１】
　また、上記実施例では、排水口１ａ又は操作部３のいずれかにロック機構８を備えた場
合、ロック機構８のロック軸９を排水口１ａ又は操作部本体４の開口の中心に、レリース
ワイヤ７のインナーワイヤ７ｂを中心から外れた偏芯位置に配置しているが、本発明は上
記実施例に限定されるものでは無く、レリースワイヤ７のインナーワイヤ７ｂを排水口１
ａ又は操作部本体４の開口の中心に、ロック機構８とロック軸９を中心から外れた偏芯位
置に配置して構成しても構わない。
【００２２】
　また、上記実施例では、ロック機構８を歯車部９ａを備えた機械式のロック機構８、い
わゆるスラストロック式のロック機構８により構成してなるが、本発明は上記実施例に限
定されるものでは無く、他の歯車部９ａを用いない機械式のロック機構８や、ロック軸９
の側面にパッキングを配置しパッキングと他の部材との摩擦により位置を保持するような
ロック機構８等を用いて構成しても構わない。
【００２３】
　また、上記実施例では、排水口本体１や操作部本体４等、槽体である浴槽Ｂに固定され
る部材の側にロック機構本体部１０を備え、操作体６や弁部材２等、動作する部材の側に
ロック軸９を固定して構成してなるが、本発明は上記実施例に限定されるものでは無い。
例えば、操作部３側にロック機構８を備える場合、図８に示した操作部３のように、ロッ
ク機構本体部１０を操作体６に、ロック軸９を操作部本体４に、それぞれ固定乃至一体の
部材として構成しても良い（排水口１ａ側の構成は第一実施例と同様とする）。この図８
の場合には、ロック機構８は下方型ロック機構８を用い、内部に図１５の図示と同様の弾
性部材１１を備えて構成する。ロック機構８の方向は、図８の実施例のようにロック軸９
を上下に進退させる場合には図１５の上下をそのまま使用する。
このように操作体６にロック機構本体部１０を備えた実施例の場合、ロック機構本体部１
０と操作部３側のアウターチューブ７ａ端部との位置関係は操作体６が動作する都度変化
するが、少なくとも弁部材２の上昇時に、操作部３側のインナーワイヤ７ｂの軸方向にお
いて、ロック機構本体部１０の弁部材２側端部よりも操作部３側にアウターチューブ７ａ
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ヤ７の最小曲げ半径」を合計した長さよりも狭い幅で施工が可能となり、ロック軸９の軸
方向にあまり幅を取ることができない狭隘な部分に施工を行う場合好適である。
【００２４】
　また、排水口１ａ側にロック機構８を備える場合、図９に示した排水口１ａのように、
ロック機構本体部１０を弁部材２に、ロック軸９を排水口本体１に、それぞれ固定乃至一
体の部材として構成しても良い（操作部４側の構成は第二実施例と同様とする）。この図
９の場合には、ロック機構８は上方型ロック機構８を用い、ロック機構８の方向は、図１
３の上下を反転させて使用する。また、ロック機構８の内部には弾性部材１１等は配置し
ないように構成する。
このように弁部材２にロック機構本体部１０を備えた実施例の場合、ロック機構本体部１
０と排水口１ａ側のアウターチューブ７ａ端部との位置関係は弁部材２が昇降する都度変
化するが、少なくとも弁部材２の降下時に、排水口１ａ側のインナーワイヤ７ｂの軸方向
において、ロック機構本体部１０の操作部３側端部（＝下端側）よりも弁部材２側（=上
端側）に固定されていれば、「ロック機構８の軸方向長さ」と「レリースワイヤ７の最小
曲げ半径」を合計した長さよりも狭い幅で施工が可能となり、排水口１ａ側の部材の上下
幅を狭くすることができ好適である。
【符号の説明】
【００２５】
１　　　排水口本体　　　　　　１ａ　　排水口
１ｂ　　フランジ部　　　　　　２　　　弁部材
２ａ　　嵌合部　　　　　　　　２ｂ　　ネジ接続部
３　　　操作部　　　　　　　　４　　　操作部本体
４ａ　　鍔部　　　　　　　　　５　　　エルボ部材
５ａ　　接続管部　　　　　　　６　　　操作体
７　　　レリースワイヤ　　　　７ａ　　アウターチューブ
７ｂ　　インナーワイヤ　　　　７ｃ　　戻りスプリング
７ｄ　　ロッド部　　　　　　　７ｅ　　弁軸
７ｆ　　軸部　　　　　　　　　８　　　ロック機構
９　　　ロック軸　　　　　　　９ａ　　歯車部
９ｂ　　突起部　　　　　　　　１０　　ロック機構本体部
１０ａ　溝部　　　　　　　　　１０ｂ　段部
１０ｃ　傾斜面　　　　　　　　１１　　弾性部材
１２　　継手部材　　　　　　　１２ａ　排出口
１２ｂ　枝管部　　　　　　　　１３　　支持部材
１３ａ　排水口側ワイヤ固定部　１３ｂ　第一リング部
１３ｃ　アーム部　　　　　　　１４　　操作部側支持部材
１４ａ　操作部側ワイヤ固定部　１４ｂ　第二リング部
１４ｃ　連結部１　　　　　　　１５　　ガイド管
Ｂ　　　浴槽　　　　　　　　　ＰＫ　　パッキング
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